
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会社法第 782 条第１項に規定する事前備置書類 
（吸収分割に関する事前開示事項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年５月 10 日 
株式会社ロゼッタ 

 
  



2021 年５月 10 日 
 

株式会社東京証券取引所 御中 
 

東京都新宿区西新宿六丁目８番 1 号 
株式会社ロゼッタ 

代表取締役 五石 順一 
 
 

 株式会社ロゼッタ（2021 年９月１日付けで「株式会社ロゼッタ」から「株式会社メタリ

アル」に商号変更予定、以下「当社」または「分割会社」といいます。）は、2021 年９月

１日を効力発生日として、当社が営む「MT 事業のうち「xR システムの開発・提供」を除

いた事業」「MT 事業のうち「xR システムの開発・提供」に関する事業」を当社の 100％
子会社である株式会社ロゼッタ MT、株式会社シグナンス（以下「各承継会社」といいま

す。）に対してそれぞれ承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うこ

ととし、2021 年４月 14 日付で、各承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしました。 
 本書面に添付の書面は、会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条の規定に従

い、2021 年５月 10 日から、本件分割の効力発生日後 6 ヶ月を経過する日まで、本店に備

え置きます書面の謄本に相違ありません。 
  
 

以 上 
  



2021 年５月 10 日 
 

東京都新宿区西新宿六丁目８番 1 号 
株式会社ロゼッタ 

代表取締役 五石 順一 
 

吸収分割に係る事前開示書面 
 

 株式会社ロゼッタ（2021 年９月１日付けで「株式会社ロゼッタ」から「株式会社メタリ

アル」に商号変更予定、以下「当社」または「分割会社」といいます。）は、2021 年９月

１日を効力発生日として、当社が営む「MT 事業のうち「xR システムの開発・提供」を除

いた事業」「MT 事業のうち「xR システムの開発・提供」に関する事業」を当社の 100％
子会社である株式会社ロゼッタ MT、株式会社シグナンス（以下「各承継会社」といいま

す。）に対してそれぞれ承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うこ

ととし、2021 年４月 14 日付で、各承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしました。 
本件分割に関し、会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条に定める事項は下

記のとおりです。 
 
記 
 

１．吸収分割契約の内容 
別紙１及び別紙２のとおりです。 

 
２．会社法第 758 条第４号に掲げる事項についての定めがないことの相当性に関する事項 

各承継会社は、本吸収分割に際して、当社に対し株式その他の資産の交付は行いませ

んが、当社は、各承継会社の発行済株式の全てを保有していることから相当であると判

断しております。 
 

３．各承継会社についての次に掲げる事項 
（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

     
①株式会社ロゼッタ MT 
株式会社ロゼッタ MT の第１期事業年度は、会社成立の日である 2021 年３月１日よ

り 2022 年２月 28 日までであり、本書類作成日現在、第１期の事業年度を終了してお

りませんので、第１期の事業年度に関する計算書類等は作成しておりません。成立の

日における貸借対照表は、次のとおりです。 



（単位：百万円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部） 

流動資産 

現預金 

 

 

50 

（純資産の部） 

株主資本 

資本金 

 

 

50 

資産合計 50 負債・純資産合計 50 

 
②株式会社シグナンス 
株式会社シグナンスにおきましては、確定した事業年度は存在しません。承継会社の

成立の日（2020 年 11 月 13 日）における貸借対照表は、次のとおりです。 
（単位：百万円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部） 

流動資産 

現預金 

 

 

10 

（純資産の部） 

株主資本 

資本金 

 

 

10 

資産合計 10 負債・純資産合計 10 

 
 

 （２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 
    該当事項はありません。 
 
 （３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 
    該当事項はありません。 
 
４．分割会社において、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 
該当事項はありません。 

 
５．吸収分割が効力を生ずる日以後における分割会社の債務及び各承継会社の債務（分割

会社が本吸収分割により各承継会社に承継させるものに限る。）の履行の見込みに関

する事項 
本件分割当事者各社の財務状況より、債務の履行に支障はないと見込んでおります。 

 
以 上  



別紙１ 

 
 
 
 
 

吸収分割契約書 

（株式会社ロゼッタ MT） 
  











別紙２ 

 
 
 
 
 

吸収分割契約書 

（株式会社シグナンス） 
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